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１．住宅等防災技術評価の受付け審査 

技術評価依頼のあった技術の技術評価対象としての適否は、「Ⅰ．受付け審査基準」

に基づいて住宅等防災技術評価委員会で評価する。 

 

２．技術評価資料の作成要領 

依頼者は、「Ⅱ．技術評価資料作成要領」に基づいて技術評価資料を作成する。 

 

３．住宅等防災技術の試験要領 

依頼者は、住宅等防災技術について必要な性能確認試験を、「Ⅲ．住宅等防災技術試

験要領」に基づいて実施する。 

 

４．技術評価資料の提出 

依頼者は、「Ⅳ．技術評価資料提出要領」に基づいて技術評価資料を提出する。 

 

５．技術評価書の内容変更または追加、および更新 

技術評価書の交付を受けたものが技術の内容を変更または追加、および更新を依頼す

る場合は、「Ⅴ．変更・追加・更新要領」に基づいて住宅等防災技術評価委員会で評価

する。 

 


